
有期契約労働者等の人材育成に取り組む事業主の皆さまへ 

 
ṕ ḭ ḭ ךּ Ṗ 

פֿ  

 人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段
階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が

雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得

をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経
費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度であり、下表のコース

にて助成を行っています。 

 当冊子では主に●印のコースについて取り扱っております。 
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ǉǞǦș ǖ˲șҍȒ 

Ԍ ҥϐ  ɵ ↑ ҥϐᾯ    

 

 

特定訓練コース － 

一般訓練コース － 

教育訓練休暇付与コース － 

特別育成訓練コース ● 

建設労働者認定訓練コース － 

建設労働者技能実習コース － 

障害者職業能力開発コース － 

L300401 ̔  
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  ὑ ҥϐẤ ҥϐ ҥϐ ҥϐ ὑ

ҥϐẤ ҥϐ ד  

  ҥϐ ᵎ ♣₳ ₴ ♣76ֵ ὑ
ҥϐ  

 
 ҥϐ ˗ ᵣ ͪ֗ ҥϐ ͪ ♣ ᴇ

60₴ ♣ 88ֵ ὑ ҥϐ  

 
 ὑ ҥϐẤ ҥϐ ҥϐ ֗ ҥϐ ὑ  

ҥϐẤ ҥϐ ד ҥϐ ҽҵ᷂ ὑ ᴣ ҵ ὑ
ᴣ֗ ᴣ̊Ẇ  

 

 ► ҥϐ   
  ὑ ҥϐẤ ҥϐ  
  ҥϐ  
   ֿʝ ˗ ʺ ₡ ҥϐ ҽҵ᷂֕ ҵ ὑ  
  ὑҥϐ ֿʝ ˗ ʺ ₡ ҥϐ ὑҥϐ  ֿ
     ҥϐ  
  ֿʝ ˗ ʺ ₡ ҥϐ ᾦ Ѹ ὑ  
        ὑ ֗ ◐ ʦ ̜ ὑ  
    ҥϐ ̏ Ѽ ♅ ̊ʤ ᴣ♅  
    ҥϐ  

 

 ► ҥϐ   
  ὑ ҥϐẤ ҥϐ  
  ҥϐ  
  ὑҥϐ ֿʝ ˗ ʺ ҥϐ ὑҥϐ  ֿ
     ҥϐ  
  ҽҵ᷂ ֿʝ ˗ ʺ ҥϐ ҽҵ᷂ ὑ  
    ҥϐ ► ὑ ˗ ̔   
    ҽҵ᷂ ὑ ˗ ḹֻ ד ὑ ► ˗ ̊Ẇ  ̠
    Ҳ Е̱ ͈ ( ) ( ) ►  
     
 
 
 
 
 
 
 
    ὑ ֗ ◐ ʦ ̜ ὑ  
        ҥϐ ̏ ֿʝ ˗ ʺ ҥϐ  
     ᴣ♅ ҥϐ  

 

 ► ҥϐ     
  ὑ ҥϐẤ ҥϐ  
  ҥϐ  
   ὑҥϐ ֿʝ ˗ ʺ ҥϐ ὑҥϐ  ֿ  
       ҥϐ  
  ҵ ֿʝ ˗ ʺ ҥϐ ҵ ὑ    
    ҥϐ  
  ὑ ֗ ◐ ʦ ̜ ὑ  
    ҥϐ ̏ ֿʝ ˗ ʺ ҥϐ ᴣ 
    ♅ ҥϐ  

( )  ҽҵ᷂ ʝ ὑ ˗ ὑ ► ˗ ̊Ẇ ˗   
  Ҳ  
( )  ҽҵ᷂ ᾱ̮᷂ ҽ֯ ˗ ὑ ► ˗ ̊Ẇ ˗ 
  Ҳ  
( )  ҽҵ᷂ ⁸ ↑ ʝὑ ᷂Ḣ ˗ ὑ ► ˗ 
  ̊Ẇ ˗ Ҳ  

Ẅṡ ṇ Ṣ וֹףּ  Ẅ ể ṕ ṇ Ṗ 



 

 ► ҥϐ    
  ὑ ҥϐẤ ҥϐ  
  ҥϐ  
  ὑҥϐ ֿʝ ˗ ʺ ҥϐ ὑҥϐ    
    ( ) ( ) ► ҥϐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  ὑ ֗ ◐ ʦ ̜ ὑ  
    ҥϐ ̏ ֿʝ ˗ ʺ ҥϐ  
    ᴣ♅ ҥϐ ► Ḩ ʦ 
    ҥϐ ̏ ֿʝ ˗ ʺ ҥϐ  
    ֿ ҥϐ  

  ҽҵ᷂ ὑ ᴣ ҵ ὑ ᴣ ᴣ  

  Ấ ҥϐ ҥϐ  
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( ) ὑҥϐ  
  ֿʝ ˗ ʺ ҥϐ ὑҥϐ  
  ̊ʣ ḹֻ ὑҥϐ ̊ʣ  
   
( ) ₴ ὑҥϐ  
  ֿʝ ˗ ʺ ҥϐ ► ὑҥϐ     
  35 ̊ʣ ḹֻ ► ὑҥϐ Ҋ̊ʣ  
   
( ) ₴ ὑҥϐ  
  ֿʝ ˗ ʺ ҥϐ ► ὑҥϐ  
  ̊ʣ ḹֻ ► ὑҥϐ ̊ʣ  
   



１訓練コースにつき以下の額を支給します。 

●Off-JT分の支給額 
  賃金助成･･･ể ể  760 Ṯ960 ṯ(475 Ṯ600 ṯ)  
              ※１人当たりの助成時間数は1,200 時間を限度 

     経費助成･･･ể  Off - JT ︢  

ṥ ṕ Ṗḭ Ṧẑ ךּ  

 100         10 ṕ  7 Ṗ 
 100 200       20 ṕ15 Ṗ 
 200         30 ṕ20 Ṗ 
 
ṥ Ṧ 
 100         15 ṕ10 Ṗ 
 100 200       30 ṕ20 Ṗ 
 200         50 ṕ30 Ṗ 

（有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合） 

 100 時間未満        15万円（10万円） 

 100 時間以上200 時間未満      30万円（20万円） 

 200 時間以上        50万円（30万円） 

                     ※事業主が負担した実費が上記を下回る場合は実費を限度 

            ※育児休業中訓練は経費助成のみ 

●OJT分の支給額 
  実施助成･･･ể ể  760 Ṯ960 ṯṕ665 Ṯ840 ṯṖ                  
                             ※１人当たりの助成時間数は680 時間を限度（中小企業担い手育成訓練は1，020 時間（訓練  

            計画届に記載される資格等を取得できない場合は680 時間）） 

Ṯể ể 1,000 ṯ 

＊１ 企業規模は訓練計画届の提出時の内容で決定します 

     （訓練計画届の提出後に企業規模が変更になった場合でも助成額の変更は行いません） 

＊２ 同一事業主に対して助成対象となる一般職業訓練および育児休業中訓練の実施は、同一労働者に対して 

  １年度当たり１回のみです 

＊３ 同一事業主に対して助成対象となる有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練および中長期的キャリ  

  ア形成訓練は、同一労働者に対して１回のみです 

＊４ 同一の対象労働者に対して、同一の年度に一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練 

  および中長期的キャリア形成訓練の実施及び育児休業中訓練を支援することはできません 

 

Ễ  
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 Ấ ҥϐ ̊ʤ ḹֻ Ҟ  

ר  ׄʣ ḹֻ  К Ẏ̔  

Off - JT  
生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外
で行われる（事業内または事業外の）職業訓練のこと 

OJT  
適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた
実践的な技能およびこれに関する知識の習得に係る職業訓練のこと 

Off - JT OJT 

Ό ʝ Off- JT Ѓ̜ ʴ ʴ ◐ ד  

Ὼ ὕ Ḍ Off- JT OJT ֻ  

 ʴᾛ̔ ᶧ̱ - JT OJT ֻ Ẏ ₴  



● 生産性要件を算定するための「生産性要件算定シート」を厚生労働省のホームページに掲載してい
ます。これをダウンロードし、該当する勘定科目の額を損益計算書や総勘定元帳の各項目から転記
することにより生産性を算定できます。 

ṇ כֿ פּ ẖ 

http:// www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html 

● なお、生産性要件に係る支給申請に当たっては、「生産性要件算定シート」および各勘定科目の額
の証拠書類（「損益計算書」、「総勘定元帳」など、個人事業主の方は確定申告書Bの「青色申告決
算書」や「収支内訳書」など）の提出が必要となります。 
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 企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金を利用

する場合、その助成額又は助成率を割増します。 
 具体的には、申請する企業が次の方法で計算したṡ Ṣを満たしている場合に助成額を増額
加算します。 
 

(1) 助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、 
   ・その３年度前に比べてỈṾ ךּ כֿ  または 
   ・その３年度前に比べてểṾ ṕỈṾ Ṗ ךּ כֿ （※） 
 
  （※）この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること 
      「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の 
      見立て（市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源、強み等）を与信取引等のある 
      金融機関に照会させていただき、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。 
       なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、 
      借入限度額（借入の際の設定上限金額）が設定されている場合等も該当します。 
 
(2)  「生産性」は次の計算式によって計算します。  

 
 
 
 
※ 付加価値とは、企業の場合、営業利益＋人件費＋減価償却費＋動産・不動産賃借料＋租税公課、の式で算定されます

が、企業会計基準を用いることができない事業所については、管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。 
 
● 生産性の算定要素である「人件費」について、「従業員給与」のみを算定することとし、

 。こととしていますךּ
 
● なお、「生産性要件」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させて

いないことが必要です。 

生産性゠ 
     付加価値（※） 

雇用保険被保険者数 

ṡ Ṣ  

ḱ  ︣  

小売業（飲食店を含む） 5,000 万円以下 

ま
た
は 

 50人以下 

サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 

卸売業 １億円以下 100 人以下 

その他の業種 ３億円以下 300 人以下 

この助成金での「中小企業事業主」の範囲は、以下のとおりです。 

Ẇ   

☆各種申請書類は、原則、管轄労働局等に来所し提出してください 
☆申請書の押印は雇用保険適用事業所設置届等（※）に押印された事業主印と同一であること 
 （※）「雇用保険適用事業所設置届等」とは、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険適用事業所各種変更届、 

    雇用保険被保険者関係届出関係事務等代理人選任・解任届のうち、直近に提出したものをいう。 

☆添付書類は、原本から転記及び別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場  
 ごとに調製し記入しているもの、または原本を複写機等の機材を用いて複写したものであること 
 

ṡ Ṣ  

Ẇ   

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html


ệ  

ể ḱ  

Å訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を

受けます。 

Å訓練開始日から起算してểּפ に、管

轄労働局長に提出してください。 

Ễ ḱ

ṕ Ṗ 

Å訓練受講者は「ジョブ・カード」を作成し、事

業主が作成した訓練カリキュラム、訓練計画予

定表に基づき、ジョブ・カード作成アドバイ

ザー等（※）による面接を受け、訓練の必要性

の有無について確認を受けます。 

ễ  

Å訓練計画届に基づき訓練を実施してください。 

【注意】 

Å訓練計画届の提出日から６か月以内に訓練を開始することが必要です。 

Å有期実習型訓練の場合は、訓練開始日の翌日から起算してểּפ に、「訓練開始届」を管轄労働局長に提出

する必要があります。 

Å訓練計画届の内容などを変更する場合は、「計画変更届」を提出する必要があります。ṕ שּ︡ P14 פֿ

 ḮṖךּאל

Ệ ḱ  
Å職業訓練計画実施期間の終了した日の翌日からỄּפ に支給申請書を管轄労働局へ提出してください。 
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全国のジョブカードセンターで、
有期実習型訓練の訓練計画届の
作成支援や、訓練実施に関する
相談・援助を行っています 

ễṨể ּק ṕ ḭ Ṗ 

 ̸  

    ̸ ֞ Ԍ ҥϐ  
    ֕ ᶧ̱ ֗ Ҙ ͝ 30 ὑ  

 ὕ Ḍ ♥ ḹֻOff- JT Ҟ  

ὕ Ḍ ʹ˓ ᾍ ҥϐ Ҟ ᴣӓ ̏ ► ḹֻ Ҟ ʣ
╠ ʣ ʣ ╠ ʣ қ ᴣӓ ╛ ֵ ֿ ᴣӓ

ї ╛ ֵ їⱳ  

̂ ╛ ֵ ѩ ╛ ╛ ֵ ѩ ╛ ѩ ὑ 

 ṕ Ṗ ṕ Ṗ 

ֺ ǵ ї ș Ǖǭǵ їǶ ȈȐȓȅǢȚ 

訓練対象者を新たに雇い入
れる場合（基本型）は、管
轄労働局長による訓練計画
届の確認後、ジョブ・カー
ド作成アドバイザー等によ
る面接を受けます 

訓練対象者を雇用している場
合（キャリアアップ型）は、
ジョブ・カード作成アドバイ
ザー等（※）による面接を訓
練計画届の提出前に受けます 



Ệ  

ể ḱ  

Å訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。 

Å訓練開始日から起算してểּפ に、管轄労働局長に提出してください。 

Ễ  

Å訓練計画届に基づき訓練を実施してください。 

【注意】 

Å訓練計画届の提出日から６か月以内に訓練を開始することが必要で

す。 

Å訓練開始日の翌日から起算してểּפ に、「訓練開始届」を管

轄労働局長に提出する必要があります。 

Å訓練計画届の内容などを変更する場合は、「計画変更届」を提出す

る必要があります。ṕ שּ︡ P14 פֿ  ḮṖךּאל

ễ ḱ  
Å職業訓練計画実施期間の終了した日の翌日からỄּפ に支給申請書を管轄労働局へ提出してください。 
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ễṨỄ ּק ṕ ךּ Ṗ 

ךּ  

ֺ ǵ ї ș Ǖǭǵ їǶ ȈȐȓȅǢȚ 

Å新たに雇い入れた者個々に応じた訓練計画の策定 

Å厚生労働省が委託する業界団体（以下「支援団体」

という。）による訓練計画作成の支援 

Å支援団体により以下を実施

①訓練実施の管理 

  ②OFF-JTの企画・実施 

    ③訓練生の習熟度の把握 
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 ᾍ ҥϐ ᾍ ҥϐ ֕ ы ᵎ
ὕ ʝ Ѓ̜ ʴ ʴ ◐

ד ὕ Ḍ ʴᾛ̔  

Ệ  

  
 
  Off- JT (1) (4) ►  
 
 (1) ► 1₴̊К ὕ  
 (2) ► 20 ̊ʣ  
 (3) ͬѰ  
 (4) 1 3 ►  
 

 

ὕ ˗ ʺ̊Ẇ ͒ ₉ ד  
d Ỗ ˗ Ẇ e ˗ К  

a 
ЏВ Ҙ Ҙ ֻẎἶ Ҙ ͝ ᴇ44₴ ♣
64ֵ 15 ὑ  

b 
ֺ ἶ ἶ ᴇ22₴ ♣ 26ֵ 124 ᾐʹἶ ֿ 134 ֺ
ἶ ֿ ↓  

c 
̀ a,b̊ Ẇ ♬ ׄʣ

ᶧ̱  

d 
̀ a c̊Ẇ Ҟ ֞ ˗ ʺ̊Ẇ ˗ ʺ ˗ ʺᶧ̱

 

e Ẇ ₉ Ẇ ḹ ˗ ʺ ̔ ʺσ  

 
↑ ˗ ὑ ֞ ὑ Ҙ ͝ 24 ὑ ὑ

 

 

̊Ẇ ˗ К ᾐʹἶ ᾐ ᴣ ᾚᴣЁ ֝♬
ֿ ̊ʣ Ҙ ѝ ҵ ὕҵ ֻ ᶧ̱ Ѽ

ҵ̂ ʹ ╓ Ṳ Ѩ 66 Џ ̝ Ṳ Џ ̝ Ṳ 16
̝ͪ ҥҵṲ ̝ͪ ҥҵṲ ֗ Ṳ ֻ ♥ Ṳ ὑ ὕ
ҵ ד 10₴̊ʣ ὕ  

̂ Кὦ ԍѸ Ҟ ᾍ ᾛ̜ 1 1
╛ ╛ ֻ ֗ ֻ

10 ד  
֞ ᾍ ҥϐ ˗ ̱Ѱ ὑ  
̉ ˗ ʺ ᾍ ὕ ҵ̂ ҥϐὄЋ Ḩ Ҟ ᾍ
Ϸ˗ ʺ ҥϐ Њ ₴8 Ҟ ᾍ Ẇ  

   
 

⃝ ʝ ҥϐ ї Ѓ̜ ʴ ὕ
ḹֻ ̊ʤ ʝ ̏  

 
Å Όʝ (2) 10 ̊ʣ  
Å Όʝ (3) ͬѰ ᾍ ʹ˓ ֞ ֞

ʹ♬ Ҙ ͔  
 

 



                           ᾐ ὕ ὑ К ֞ Ồ ⱳ   

 
֞ ֻ ᾦ ᷀ ὑḨ Ԍ ҥϐẎ ὑ ↔ ᾍ

 

 ҵ Ӹ ׀ Ӹ ֝♬ ₴̊ʣ ₴̊К 

 ᾍ ҵ Ӹ  

 Ҟ ₉ ₉ р ₉ ᾑ ₉ ⅛ ₉ ἶ Ṳ ̸ Ṳ Ṳ Ṳ 

  ⅛›ἶ Ṳ ЕṲ ל ᴁṲ Ṳ ›Ṳ ᶿ₉ ₉ ₉ 

  ⱥ₉ ὦ₉ ὦ₉ Ṳ ›˗Ṳ ┴ Ṳ Ṳ ϼ˲ Ṳ ρṲ 

 ᾍ ׀ Ӹ  

 ͪβ₉ ₉ Ṳ ˺ Ṳ ̝ Ṳ ͪβ Ṳ ͪ Ṳ ₉     

 ᾐ ἶ ὕ ᾐ ₴ 

  ᾐʹἶ ᾐ ̔ ὕҵ ̂  

 ἶẎ ὑ  

 ᾐ Ẏἶ ₴ ₴̊К 

  ↓ᾐ ˲  

 

 

  
 
 ᴣ ᾜ ҥϐ ᾍ ҥϐ

Όʝ ( ) (4) ὑ Off- JT ᾚ ᾚ ʤ
OJT ֻ ὕ ҥϐᾯ Ḩ ֻ

 
 

ʺ Ḩ Ḩ ֻ ̸ ⱳ P15 16֓  

Å̔ OJT Off- JT ҧ ֻ ὕ   

Åὕ ̊ʣ ̊ʤ  

Å 6 ► 425 ̊ʣ  

Å Ӹ OJT Ҋֻ Ҋ̊ʣ Ҋ̊ʤ  

Å ʹ˓♥ ╛ ̔ ὕOJT Ҙ ͔ ὕ P17֓
 

OJT ᾚ  

ὕ їҽ ї ҽ ѵ ► ˗ ʺ ☻ᴣ ὕ ˗ ˗
Ḹ ֞ ♫ ᴣ ► ˗ ֞  

 

ὕ Ḍ Ấ ҥϐ ὕ ḹֻ Ḩ Ḍ
Ấ ҥϐ ὕ ḹֻ Ḍ ˺˔ὑ ֵ ˺˔

ὑ ҥϐ ὕ ḹֻ Ḍ Ḍ  

  
 

⃝ ʝ ͪ Ѹ ᴇ50₴ҥϐ ̉ ֵ 101
ֵ Ḩ ʴ ◐ ᾐ ὕ
Ԍ ҥϐẎ ὑ ᾐ ὕ ► ḹ

ֻ ̊ʤ ʝ ̏  
  
Å Όʝ (1) ᾐ ὕ ὑ ↔ ὕ ʝ₴̊
К  

Å Όʝ (3) ͬѰ ᾍ  
Å Όʝ (4) ᾐ ὕ ὑ ↔  

10 



 

ךּ   
 
 ᴣ ᾜ ҥϐ ᾍ ᾐ ֗

ᶧ̱ ˗ ʺ Вֿ ̸ ὕ Ḩ ҥϐ
Off- JT ᾚ ᾚ ʤ OJT ֻ ὕ

Ԍ ҥϐ ὑ ᶧ̱ В̸ֿ ҥϐᾯ Ḩ
ֻ  

 

ʺ Ḩ Ḩ ֻ ̸ ⱳ  

Å̔ OJT ᶧ̱ Off- JT ҧ ֻ ὕ   

Åὕ ₴̊ʤ  

Å Ӹ OJT Ҋֻ Ҋ̊ʣ Ҋ̊ʤ  

Å ֞ Ấ ҥϐ ᾍ Ҙ ͔ ὕ  

Å ᾚ֗ Ҙ ͔ ͜ ► ֗ ̑ ̑  

Å ʹ˓ Ấ ҥϐ ҥϐẤ ֝ ֗ ► ֝ ͜ Ḩ ὑ
 

 

OJT ᾚ  

ὕ їҽ ї ҽ ѵ ► ˗ ʺ ☻ᴣ ὕ ˗ ˗
Ḹ ֞ ♫ ᴣ ► ˗ ֞  

 

 

 

 

11 
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ệ ּך  

⃝ ὕ ˗ ʺ Ồ Ѽ Ӣѝ
ꜘ ᾴ ̸ ҥϐᾯ ֞ ⱳ
ᾴ ʥρ ḹֻP22 ֞  
 

 ṡ ṕ ṇ Ṗṕ ḱ
ḱ Ṗ Ṣṕ ểṨể Ṗ 

 
 ṡ ṕ ṇ Ṗṕ Ṗ Ṣ

ṕ ểṨỄ Ṗ 
Ḩ Ḍ Ḍ ᷀ ḹֻ ᾴ ̸  
 

ךּ      ṡ ṕ ṇ ṕ ךּ   
   ṖṖ ṕ ểṨễ Ṗ 
 
⃝ ̸ ⱳ  

ї К ᾴ ї ḹֻ Ҟ  
 

צּ  

⃝ ᾴ ї ḹֻ Ό Ӣѝ ꜘ ► ԍ
Ш ̂ ⱳ  

 

(1) ʴᾛ̔ ˗ ʺ ḹֻ ʴᾛ̔ ˗ ʺ  

    a ̔ ї ʴᾛ̔ ˗ ʺ ► ḹֻ 
        ˗ ї  

b ̔ Ћ̱ ₡ ̓ ҥϐ ʴᾛ̔ ˗ ʺ ► ḹֻ 
         ˗ ╛ ֵ     

(2) ὕ Кὦ  

(3) Off - JT ₉ ̏ ╛ ֵ ѩ ╛P9 ʝ  
   ► ḹֻ ̂ 

(4) ʴ ᾍ ҥϐ ҥϐ ̏ Ấ ҥϐ ̏  

(5) ᾍ ҥϐ Ѓ̜ ʴ ֞ Ồ ѝ ᾍ ҥϐ Ѓ̜ 
   ї Ѓ̜ ʴ ḹֻ  

(6) ̀ ҥϐᾯ ⱳ  

(4) ᾍ ҥϐ ᾴ ї ᾴ ї ˗
ḹֻ ᾴ ї♥ Ồ ї֯ ḹֻ ї ֯ ♥

ї  
 

   

(1) ʴᾛ̔ ˗ ʺ ḹֻ ʴᾛ̔ ˗ ʺ  

    a ̔ ї ʴᾛ̔ ˗ ʺ ► ḹֻ 
        ˗ ї  

b ̔ Ћ̱ ₡ ̓ ҥϐ ʴᾛ̔ ˗ ʺ ► ḹֻ 

         ˗ ╛  ֵ   

(2) ╛ ̔ ὕOJT Ш ԍ Ш ї  

(3) ὕ Ḍ ͜ ╛ ֵ ѩ ╛ 
ᾴ ї ᾍ ḹֻ ̸
ὕ  
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(4) ὕ Ḍ ͜ ˔ὑ ╛ ֵ ѩ ╛ 

(5) Off - JT ₉ ̏ ╛ ֵ ѩ ╛P Όʝ  

  ► ḹֻ ̂ 

(6) ʴ ᾍ ҥϐ ҥϐ ̏ Ấ ҥϐ ̏  

(7) ╛ ╛ ҵ  

     ╛ Ҙ Ё ╛ Ҙ ἶ 
     Ш ԍ Ш ї ╛  

(8) ̀ ҥϐᾯ ⱳ  

 (3) ᾍ ḹֻ ˲ ѝⱳ  
 (6)֗ (7) ᾍ ҥϐ ᾴ ї ᾴ ї ˗

ḹֻ ᾴ ї♥ Ồ ї֯ (3)
̸ ὕ П ї  

 (7) ἶӰ ˃ ╛ ֗ ̈ ╛
ἶ Ӱ ˔ὑ ꜘҹ ᾍ ὑ

Ӱ ʥ֯ ḹֻ  
 Ḍ ˗ ʺ ḹֻ ̊ʤ  

  ὕ Ḍ ᾴ 
   Ϸ˗ ʺ ϼ˗ ʺ Вֿ ̸ ϼ˗ ʺ ҥϐᾯ ї  
  ᾴ ̂  
   Ϸ˗ ʺ ϼ˗ ʺ Вֿ ρ  
   (1) (7) қ ˺˔ὑ ͜ ҥϐ Ấ ̂  
   (1) Ϸ˗ ʺ ϼ˗ ʺ ї ⱳ  
  ╛ ₳ 27₴ 30 ̓ ╛ ̸ ї

 
  ἶ Ӱ ˔ὑ ᾍ ḹֻ ⱳ ꜘ ˲ ἶ ֿ ˗ ʺ

ї  
 

 

ךּ    

(1) ʴᾛ̔ ˗ ʺ ḹֻ ʴᾛ̔ ˗ ʺ  

    a ̔ ї ʴᾛ̔ ˗ ʺ ► ḹֻ 
        ˗ ї  

b ̔ Ћ̱ ₡ ̓ ҥϐ ʴᾛ̔ ˗ ʺ ► ḹֻ 

         ˗ ╛  ֵ   

(2) ʴᾛ̔ ͜ ╛ ֵ ѩ ╛ 

( ) ʴᾛ̔ ͜ ˔ὑ ╛ ֵ ѩ ╛ 

( ) ˗ ʺ ᶧ̱ ̸  

( ) ʴ ᾍ ҥϐ ҥϐ ̏ Ấ ҥϐ ̏  

( ) ̀ ҥϐᾯ ⱳ  

  ( ) ᾍ ҥϐ ᾴ ї ᾴ ї ˗  

   ḹֻ ҥϐᾯ ֞ ὑ ̏ ֞ ♥ Ồ  

   ї֯ ї ֯ ♥ ї  
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Ồ♥ ї ḭ ךּ В     

⃝ Ồ ˗ ʺ Ồ ̊К  

ҥϐᾯ ї Кὦ ὕ Ҟ ᾍ

P22 23  

Å ˲ Ҟ ѩ ὕ Ḍ ֕ ʴᾛ̔

Ồᾴ ╛ ֵ  

ї К Ồᾴ ї ḹֻ Ҟ  

ᾴ Ẁ  

⃝ ᾴ ֞ ♥ Кὦ Ẁ ḹֻ Ẁ  

ҥϐᾯ ї  

⃝ ї Ẁ Ѽ ὕ Ẁ ♥ ὕ
Ѽ ї ẏ ♬ Ẁ

ḹֻ Ẁ ♥ ὕ ♥ ̊К Ẁ ᾴ ї  

    ͈ ►ѧ OFF- JT A ὕ B ὕ Ẁ ḹֻ 

        A ẀB ḹ  ֻ  Ẁ ᾴ ї 

        A ẀB ḹ  ֻ   Ẁ ᾴ ї 

Å ˲ Ҟ ѩ ʝ Ѓ̜ ʴ ʴ

◐ Ẁ ᾴ ╛  ֵ

Å ˲ Ҟ ѩ ὕ Ḍ Ẁ ᾴ ╛  ֵ

Å ˲ Ҟ ѩ ʴᾛ̔ Ẁ ᾴ ╛

 ֵ

ї К Ẁ ᾴ ї ḹֻ Ҟ  

ὑ ḹֻ Ẁ ᾴ їʥ  

   
 

(1)  ᾴ ˗ ̔ ˗ Ẁ ḹֻ 

(2)  ᾴ10 ֞ ˔ὑ ḹ  ֻ

(3)  ᾴ11 Ẁ ὕ ѧ ֕ Ẁ

ḹֻ 
 

 

(1)  ᾴ ֕ 10 ˗ ̔ ˗ Ẁ ḹֻ 

(2)  ᾴ13 ֞ ˔ὑ ḹ  ֻ

(3)  ᾴ15 ֕ 16 Ẁ 15 ὕ

ѧ ֕ Ẁ ḹֻ 6 425  

(4)  ᾴ16 OJT֗ OFF- JT ὕ ֗ Ẁ ὕ

Ẁ ḹ  ֻ
 

ךּ   

  1  ᾴ ˗ ̔ ˗ Ẁ ḹֻ 
   ᾴ ֞ ˔ὑ ḹ  ֻ
   ᾴ10 ֕ 11 Ẁ 10 ὕ   
     ѧ ֕ Ẁ ḹ  ֻ
  4  ᾴ11 OJT֗ OFF- JT ὕ ֗ Ẁ ὕ  
     Ẁ ḹ  ֻ
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< ὕ Ḍ > 
ȩɨȫɣɧɞ ᾴǲ ̂ ǵ̸ ͈ 

Ʀ ǵὕ ǲ►ǦǪǭǶƲὄЋ ǵ ͪǲӦѝǲ ǞǭǖǧǜǋƳ 

15 

│ ─

─ ™⁸
⁸ ה

20

─ ⁸ ⇔ ⁸ ↑⁸

─ ™
ẽẽ ẼẼ ủủ⁷ủủ

∟ ⅝

ⱪ꜠☻ → ⱪ꜠☻ ⱪ꜠☻

╡ → ẽẽ ẼẼ ủủ⁷ủủ

╡

─ ─ ⁸ ⁸

─ ⁸ ─ ⁸ ↑⁸

─ ™
40 ẽẽ ẼẼ ủủ⁷ủủ

⁸ ⁸ ─ ⁸
10 ẽẽ ẼẼ

ủủ⁷ủủ

ⱦ☺Ⱡ☻ⱴ♫⁸כ◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi⁸
⁸◒כⱶ꞉כ♅ ≤◖fiⱪꜝ▬▪fi

☻⁸ ∞⇔⌂╖⁸ ⁸CS
⁸ⱱ☻Ⱨ♃ꜞ♥▫

15
ỏỏỏ

ủủ ừừⱦꜟ F

⌐ ∆╢ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⁸ ה
⌐ ⌂ ─

20
⁷ủủ

ỏỏ ỎỎ

ⱪ꜠☻ ⌐ ∆╢ ⁸

⁸ⱪ꜠☻ ─ ⁸ⱪ꜠☻ ⌐

∆╢ ⁸ ⁸ 20
⁷ủủ

ỏỏ ỎỎ

─ ה ה ⁸ ─

™⁸ ─ ⁸
⁸ ⁸

15 ẽẽ ẼẼ
ủủ⁷ủủ

ⱪ꜠☻ ─ ה ה
⁸ ה ⁸ ⁸ ה 15 ẽẽ ẼẼ

ⱪ꜠☻
ủủ⁷ủủ

◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ⌐ ≠⅝◐ꜗꜞ▪◖fi◘ꜟ♥▫fi◓╩ ⇔╕⇔√⁹

◐ꜗꜞ▪◖fi◘ꜟ♥▫fi◓

☺ꜛⱩכ◌ה♪ ▪♪Ᵽ▬◙כ

☻כ◖ ⱪ꜠☻

─

│

ה

ⱪ꜠☻ 270

⁷

F
F

⁷

○ꜞ◄fi♥כ
◦ꜛfi

ה
─

ⱪ꜠☻ ─

─

ⱪ꜠☻ ─

- ⁷⁷

⁷

⁷⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷

(OJT)

(OFF-JT)

( )
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< ὕ Ḍ > 
˔ὑ ̸ ͈ 

 

有期実習型訓練の訓練カリキュラムの作成や評価シートの作成などについては、全国に設置している 
「ジョブ・カードセンター」で相談・支援を行っていますので、ぜひご活用ください。 
  
ジョブ・カードセンター  http ://www.jc -center.jp/center.html  

︣  

3 4 5 6 7 8 ρ

20 5 15

50 10 20 20

50 5 5 20 20

50 10 20 20

60 5 15 15 25

60 5 10 25 20

40 20 20

330 5 25 35 60 100 105

10 10

15 15

20 20

20 20

15 15

15 15

95 45 35 15

Ʀ
ʴ

Ʀ

425 50 60 50 60 100 105

EE, Ʊ84

ιɕɪȷқ›ὕ

↔
ἶ

F
F

ἶ
Ʊ

ȨɨȦɱɄɶȵɥɱ

ȱɶȷ׀

ὕ

Ḍ

ǵ
К
ὦ

ҵ֕׀Ƕ ׀

ὕ

O
J
T

)

Ḍ ɵ Ḍ ρ̸

Ǩ ǔқ›̸

ὕ Ḍ ֻ Ʊ314

Ҙǵ ͔

ɕɪȷ Ǚқ›̸

ȑ Ǚқ›̸

ȑқ›̸

◐қ›̸

Ḍǵ ɵ ρǵḨ

ɕɪȷқ›ǵḨ

ὕ
Ḍ֝ ǵḨ ὕ

ɕɪȷ ǵḨ ὕ

қ›̸

Ʊ22/

ҘḨ

Ʀ ƼǋǫƽƼ ǓƽƼǰǚǮƽƼ̲șƽƼǰǵȏǍǱ ⅜Ǯƽ ǠȒǒș ǞƲ ǒ Ӵ̬'Ħ(Ǯǰǵ
ȏǍǲOJTǯOFF- JTșὕ ǠȒǒș ὕ ˔ὑ ǯǞǭ ǞȅǠƳ 
'Ħ( ș ὕǲὕ ǜǢȒǦȈǲǶ Ʋ Ӵ̬ǯǮǔȒǧǘ ǒǖ ǠȒǚǯǓ ҧǮǠƳ 

Ʀ ֺ ǵὕ ǶƲȅǡ ᾚ ǓƼȋǪǭ ǢȒƽǤȓǒȐ ǲƼǜǢǭȆǭƽƼ ȑ ǞǭƽƼ    
 ǠȒƽȏǍǲǞȅǠƳ 
 Ƽ ӴǱȉǵǒȐ Ǳȉǵǿƽ 
 ƼḨ ǱȉǵǒȐꜘ Ǳȉǵǿƽ 
 Ƽ ↓ǵ ǋȉǵǒȐ ↓ǵ̭ǋȉǵǿƽǯ ȇȏǍǲ ǞǭǖǧǜǋƳ 
Ʀ OFF- JTǲȏȒᾐ Ǳ ǵ ♬♥ǲOJTșὕ ǠȒǚǯǮƲ Кὦǵ Ǔ ȅȑƲҧ Ǳ ǯ
ǱȑȅǠƳ 

16 
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< ὕ Ḍ > 
Ҙ ֓ ͈ 

A B C A B C
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

   

A B C A B C
ủ ủ (1) B002101

(2) B002101

(3) ─√╘ ─ ╩ ⇔≡™╢⁹ B002101

ủ ủ (4) B002101

ủ ủ (5) B002101

ủ ủ (1) B002101

ủ ủ (2) B002101

ủ ủ (3) B002101

(4) B002101

(5) B002101

(6) ⌂≥ ⌐ ⌐ ╡ ╪≢™╢ ⌐│⁸ ⌐ ⌐ ⇔≡™╢⁹ B002101

A B C A B C
(1) H340231

(2)
H340231

(3)
H340231

(4) H340231

(5) H340231

(6) H340231

(7) H340231

(8) H340231

(1) H340231

(2) H340231

(3)
H340231

ủ ủ (4) H340231

ủ ủ
(5)

H340231

～内閣府、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省はジョブ・カードの普及に取り組んでいます～

   

   

╛ ─ ⁸ ┘ ╩ ⇔⁸ ─ ⌐ ╘≡™╢⁹

╛ ─ ─╙≤⁸ ╩ ⇔⁸ ╣ ╖╛┼√╡⁸ ⅜⌂™⅛ ⇔≡™╢⁹

┼─

ה

╛ ─ ⌂≥⌐ ╩ ∟⁸ ┼─ ╖─ ╩ ⇔≡™╢⁹

─ ╛ ╩ ⌂⅜╠⁸ ה ⌐ ⌂ ╩ ⇔≡™╢⁹

─ ─ ─ ה ╩ ℮ ⌐≈™≡ ⇔≡™╢⁹

─√╘─ │≢⅝≡™╢⁹

┘ ─ꜟכꜟ

╛ ─ ╘╢ ─ ╩ ⇔ↄ ⇔⁸↓╣⌐ ∆╢ │ ∫≡™⌂™⁹

╩ ⌐ ∆╢⌂≥⁸ ╩ ∆╢ ─ ⌐ ╘≡™╢⁹

─ ≢─ ─ ╛ ─ ╩ ⇔ↄ ⇔≡™╢⁹

⌐ ∆╢ ╩╙∟⁸ ה ─ ╛ꜞ◘▬◒ꜟ ⌐ꜟכꜟ⁸≤⌂ ∫√ ╩≤∫≡™╢⁹

₈√┬╪ ∞╤℮₉≤™℮ ≢│⌂ↄ⁸₈└╞∫≤⇔√╠ ⅜ ⅝╢⅛╙⇔╣⌂™₉≤™℮ ╩╙∫≡⁸
⅛╠ ⌐ ╩ ∫≡™╢⁹

◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi
⌂ ה ─

╩ ╢

ה ⌂≥─ ⌐ ⇔⁸ ⌐ⱱ►꜠fi♁► ה ה ╩⇔≡™╢⁹

─ ╛ ╩ ≡≡ ⌐ ⇔≡™╢⁹

─ ⌐ ⇔⁸ ⌂ ╛ ™⁸ ≢ ╛ ╩⇔≡™╢⁹

─ ≤ ≢ ⇔ ⅎ╢ ╩ ⇔≡™╢⁹

⌂ ╛ ≤╙⁸ ⅜⌂™╟℮⁸ ⌂ ╩ ∫≡™╢⁹

ⱦ☺Ⱡ☻ⱴ♫כ ⌐
╩ ∆╢√╘⌐ⱴ♫כ

─ ™ ╩ ℮

⌐⅔™≡⁸ ⌐┤↕╦⇔™ ∞⇔⌂╖╩ ∫≡™╢⁹

─ ╛ ⌂≥⌐ ⇔⁸ ⌂ ╩⅝∟╪≤ ∫≡™╢⁹

⌐ ∂≡ ⌂ ─ ™ ↑╩⇔≡™╢⁹

⅔ ⌐ ⇔⁸ ⇔™ ⅔ ⁸ ⁸ ™ ╩⇔≡™╢⁹

⁸ ⌂≥⌐ ⌂ⱦ☺Ⱡ☻הⱴ♫כ╩ ⇔≡™╢⁹

─ ≤⇔≡
─ ╩ ∫≡ ⌐
╩ ∆╢

⅝ ↑√↓≤│ ≢ → ↕∏⌐⁸ ╕≢╛╡ →≡™╢⁹

ה ─ ╛ ⁸⅔ ⌂≥≤─ │ ⌐ ∫≡™╢⁹

⌂ ╛ ╩ ↄ↓≤⌂ↄ⁸ ╘╠╣√ ≥⅔╡ ╩ ╘≡™╢⁹

⅜ ⇔√ ╛Ⱶ☻⌐≈™≡⁸ ⌐ ╩ ⇔ ↑∏ ≢ ↑ ╘≡™╢⁹

─ ╩ ⅎ⌂⅜╠⁸ ⅜↑≡™╢ ⌐ ≢ ╡ ╪≢™╢⁹

ↄ ≤ ╠─
ה ╩ ∟

⌐ ╡ ╗

╛ ⁸ꜟכꜟ─ ⌂≥╩ ⇔≡™╢⁹

⁸ ⌂≥─ ⌐ ⇔≡™╢⁹

ה ⌂≥⅛╠─ ה ─ ╩ ⇔≡ ∫≡™╢⁹

⌐ ∆╢ ─ ╛ ™╩ ∫≡⁸ ╡ ╪≢™╢⁹

⅔ ⌐ ה ⇔≡™√∞↑╢╟℮ ⌐ ╡ ╪≢™╢⁹

⌐╟╢

⁸ ⁸ ⁸ ⌂≥ ─ ╩ ⇔⁸ ⇔™ ≢ ╩ ∫≡™╢⁹

─ ╛ ⌐ ⌂ ⅜№╢ ⌐│⁸ ⌂╕╕⌐∆╢↓≤⌂ↄ ∏ ╛ ⌐ ⇔ ⇔≡™╢⁹

⌂╡⌐ ⇔⌂⅜╠ ╩ ™⁸ ⌂↓≤≢№∫≡╙ ╩ ╖≡™╢⁹

⌐ ─ ╡─ ה ╛ ╩ ℮⌂≥⁸ ⇔╛∆ↄ ⌂ ╡╩ ∫≡™╢⁹

⌐⅔™≡╙⁸ ◄Ⱡה ⌂≥─ ⌐ ⇔√ ╩≤∫≡™╢⁹

─ ╛ ⌐≈™≡⁸≥─╟℮⌂ ⌐ ╡ ╕⌂↑╣┌⌂╠⌂™─⅛⁸ ≤⇔
≡ ⇔≡™╢⁹

─ ⌐ ⅎ╢ ⌐≈™≡ ╩ ⇔≡™╢⁹

√∟─ ⌐⅔™≡⁸ ⇔™ ╩ ⅎ╢ ╩ ⇔≡™╢⁹

─ ⌐ ↕╣╢ ╩ ⇔≡™╢⁹

ⱪ꜠☻ ─ ⁸ ─ ╩≤╠ⅎ√ ⌂ ╩ ⇔≡™╢⁹

ⱪ꜠☻ ─ ⁸ ─ ╩≤╠ⅎ⁸ ─ ⌐⅔↑╢ ╩ ⇔≡™╢⁹

OJT

  
OJT  

             
                                                 

 
             
                                                  
                         
                                                        

ǵǉȒר ͔Ḩ ǒȐƲ ̏ ǵ ҵКὦǲ ȐǞǭƲ ўǱȉǵș╠ ǞǭǖǧǜǋƳ 
 

ǵǉȒר ͔Ḩ ǵ͈Ƕ̊ʤǵǯǑȑ 
 
ƨƼɠɅɩ ͔ȵɶɆƽ Ԍ ҥϐ ɵʴẔ Ҙ Ӳ̝ 
Ħȱɶɇ ǲ► ȱɶɇ ֵș ǞǭǖǧǜǋƳ 
ƨ Ƽ Ҙ ͔Ḩ ƽ Ԍ ҥϐ ɵʴẔ Ҙ Ӳ̝ 
Ħȱɶɇ ǲ► ȱɶɇ ֵș ǞǭǖǧǜǋƳ 
ƨ Ƽ ɅɣȠɩȵȷɄɞ ʹ˓♥ǵ ͔ ̸ ɂɶɩƽ ɵ ὡɵ

 
Ħȱɶɇ ǲ► ȱɶɇ ֵș ǞǭǖǧǜǋƳ 
ƨ ὑǤǵ̀ǵЏ Ѱ↓ ȇד ǲǑǘȒ Ḩ  
Ħȱɶɇ ǲƼ ὑƽ ǯ ǞǭǖǧǜǋƳ 
ƨ ᶧ̱ Ǔ► ǲ ǠȒѝ ș ǟǭ̸ ǞǦ̔ Ǳ ͔Ḩ  
Ħȱɶɇ ǲƲ► ᶧ̱׀ ș ǞǭǖǧǜǋƳ 
 
ʣ ǵ ͔Ḩ ǒȐ╠ ǠȀǔ ►ǱȉǵǓǱǖƲ Ǯ ͔Ḩ ș ὑǞ қǞǦǋḹֻǲǶƲ
ҘɤɉɁɆ ֗Ǻ ҵ ǵǦȈǵḨ ș ǞƲȱɶɇ ǲǶ ǯǞǭǖǧǜǋƳ 

ǱǑƲǤǵḹֻƲ► Ǯ ὑǞǦ ͔Ḩ ǵ ǓƲƼ  ᾐ ˗ ƽǵ ͔Ḩ ǵ
Ћ̱ǵǍǨǵӭ ǮǉȒǚǯǲǛ ǖǧǜǋƳ 



   

  (1) (6) ► ҥϐ  
 

(1) ὕ Ḍ ὕ ˗ ʺ ♫ Ấ ҥϐ

Њ Ấ ҥϐ ( ) ̊ʤ a b ► ҥϐ  

( ) Ḍ ḹֻ ˺˔ὑ ͜ ҥϐ ὕ Ḍ ὕ Ϸ˗ ʺ ϼ˗ 
ʺ ᴁ̉ ʤ ҥϐ ҥϐ  

 ̸ ֞  

   Ԍ ҥϐ ᶧ̱ Ҙ◐ ̝ אל  [  

   ( ) ( ) ► ]  ˗ ʺ ὕ ὕ Ḍ ֓қ ⱳ  

  ̸  

ḹֻ ҥϐ ̸ Ήѩ

ⱳ ̊ʤ  

Å ᾍ ͪ  

Å ᶧ◐╛ ὕ  

( ) ԍѸ ὕ ѝ ֒ ₴̊К ₴̊ʣ ᵣ ☻ᴣ ҥϐ ̊Ẇ     

  ᾦ ד ὕ ѝ Ѩ Ԍ ҥϐ ѝ ʴѝ  

ὕ ѝ ב ֒10₴̊К ֿʝ̔ ₴̊ʣ ᵣ ☻

ᴣ ҥϐ ̊Ẇ ᾦ ד ᾦ  

( ) ʣ (a) ᾍ Ẇ ֒ ₴̊К ӭ₴̊ʣ̜ ♫˗ ҥϐӴ ̸  

  ̱ ↔ἶ ֞ Ћ ὕ ѝ  

  ₴ ₴̊ʣ ֒ ὕ  

  ὕ Ḍ ֓қ ⱳ  

 ҥϐ Њ ҥϐ  

 ὕ Ḍ ʹ˓♥ ὕ Ḍ ͔ Ḩ ҥϐ ˔ὑ 

  Њ ҥϐ  

18 

 ► ҥϐ ᾍ  

    

   (1) (7) ► ҥϐ  

(1)ʝ ὕ ˗ ʺ ♫ Ấ ҥϐ Њ
Ấ ҥϐ  

(2)ʝ ὕ ˗ ʺ ˗ ˓ ͪ
ͪ  

(3)   

(4) ҥϐ Њ ҥϐ  

(5)˗ ʺ ὕ ʝ Кὦ Ѓ̜ ʴ ḹ
ֻ  

(6) Ѓ̜ ʴ Ѓ̜ ʴ ֞ Ồ Ѓ̜ ʴ ḹ  ֻ

(7) ὕ ˗ ˗ ʺ֕ ֝ ☻ ̊К θ ̊К ֗ Ỡ
̊Ẇ  

 ˲ ֻ ֗ ẏ ̀ ♬ ˗ ᶩ  ˲

  ₒ  

 ʝ ʹ˓♥ ʝ ͔ Ḩ ҥϐ ˔ὑ 

  Њ ҥϐ  

Ỉ  

18 



19 

(2)  ὕ Ḍ ὕ ˗ ʺ( ) ˗ ˓

ͪ ͪ  

( ) ὕ Ḍ ˗ ʺ Ḍ ὕ ˗ ḹֻ̋ ˺˔ὑ ͜ ҥϐ ὕ Ḍ
ὕ Ϸ˗ ʺ ϼ˗ ʺ ᴁ̉ ʤ ҥϐ ҥϐ  

(3)˗ ʺ ὕ ὕ Ḍ Кὦ  

(4)ЏВ ὕ Ḍ˲ ̀ ˗ ʺ ὕ ὕ Ḍ

ʴᾛ̔ ʹ˓♥ ̊К  

(5)  ὕ Ḍ ὕ ᾍ ʝ ˗ ʺ ˗ ʴᾛ̔

ʹ˓  

(6)  ὕ ˗ ˗ ʺ֕ ֝ ☻ ̊К θ ̊К ֗

Ỡ ̊Ẇ  

 ЏВ ֗ ἶӰ ʱ ↑ Ҙ 

 ֗ ἶӰ ↑ ҥϐᾯ ̝  

 

  
ךּ    

  (1) ( ) ► ҥϐ  
 

(1)ʴᾛ̔ ὕ ˗ ʺ Њ Ấ ҥϐ  
   Њ Ấ ҥϐ Њ Ồ ̊К  

(2) ҥϐ ᴣ Њ ҥϐ 

   

(3) ʴᾛ̔ ὕ ˗ ʺ ˗ ᾍ ˓  ͪ

  ͪ  

(4)  ˗ ʺ ὕ ʴᾛ̔ Кὦ  

(5)  ЏВ ὕ Ḍ˲ ֕ ̀ ˗ ʺ ὕ ὕ  

    Ḍ ʹ˓♥ ̊К  

(6) ὕ ˗ ˗ ʺ֕ ֝ ☻ ̊К θ ̊К ֗  

    Ỡ ̊Ẇ  
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⃝ Ấ ҥϐ ὕ ˗ ʺ ̊ʤ ̀
► ˗ ʺ ᾍ  

  ͪ ˗ ˗ ʺ  

  ᾍ ҥϐ ᾍ ρ ˗ ʺ  

     
    ˗ ʺ ˗ ʣ Џ ˲ ὑ ᵣѫ Ҳ͝ ʣ ὑ ᵣѫ Ҳ ˲   

        NPO ˲) ӣ ʣ ӣ ˲ ̝ ʣ ̝ ˲ ד  

 

ỉ  

(1) Ấ ҥϐ Њ ˗ ʺ  

(2)ᾍ ҥϐ ᾍ ̸ ҥϐᾯ ֞ ὑ ֞ ˗ ʺ  

(3)֞ ὑ Ḩ ὕ ˗ ʺ  

(4) ʴ ᾍ ҥϐ ᾍ ˗ ʺ  

(5)ʣ (4) a b ► ˗ ʺ ʴ ◐ ḹֻ
 

a ᾍ ҥϐ ֞ ʴ ◐ ʝ Ћ ˗ 

 ʺ  

b ᾍ ҥϐ ֞ ʴ ◐ ֞ ʴ ˗  ̋

  

(6)̊ʤ a c ρ ˗ ʺ  

a ᾍ ҥϐ ὕ  

b  

c ᾍ ҥϐ ᾍ  

(7) ї Ѽ Ѽ ˲ Ҟ
ї ὕ ˗ ͪ ͪ

˗ ʺ ֻ ˗ ʺ̊Ẇ  

(8) ї Ѽ Ѽ ˲ Ҟ
ї ὕ ˗ ὑ֞

ͪ 13 ὑ ֞ ὑ ˗
ї ͪ ͪ Ҋ Ҋֻ ˗ ʺ̊Ẇ  

  ὑ֞ ► ֞ ὑ ˲̊ʤ ḹ  ֻ

(1) ר ̏ ˗ ʺ ר ̏ ḹֻ ֞ ḹֻ
 

  
(1) Ấ ҥϐ Њ ˗ ʺ( )  

( ) ὕ Ḍ ˗ ʺ Ḍ ὕ ˗ ʺ ḹֻ ̏ ˗ ʺ  

Å ˺˔ὑ ҥϐ Ϸ˗ ʺ  

Å ˺˔ὑ ҥϐ ᴁ̉ ʤ ҥϐ ϼ˗ ʺ  

(2)ᾍ ҥϐ ᾍ ̸ ҥϐᾯ ֞ ὑ ֞ ˗ ʺ( )  
( ) ὕ Ḍ ˗ ʺ Ḍ ὕ ˗ ʺ ḹֻ ̏ ˗ ʺ  

Å ᾍ ҥϐ ᾍ ˺˔ὑ ҥϐ Ấ ϼ˗ ʺ Вֿ ̸ ҥϐ
ᾯ ֞ ὑ ֞ Ϸ̠ ʺ  

Å ᾍ ҥϐ ᾍ ˺˔ὑ ҥϐ Ấ Ϸ˗ ʺ Вֿ ̸ ҥϐ
ᾯ ֞ ὑ ֞ ϼ˗ ʺ  

(3)֞ ὑ Ḩ ὕ ˗ ʺ  

(4) ʴ ᾍ ҥϐ ᾍ ˗ ʺ  

(5)̊ʤ a c ρ ˗ ʺ  

a ᾍ ҥϐ ὕ  

b  

c ᾍ ҥϐ ᾍ  
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(6) ї Ѽ Ѽ ˲ Ҟ   

  ї ὕ ˗ ͪ ͪ    
  ˗ ʺ ֻ ˗ ʺ̊Ẇ  

(7) ї Ѽ Ѽ ˲ Ҟ

ї ὕ ˗ ὑ֞

ͪ 13 ὑ ֞ ὑ ˗ ї

ͪ ͪ Ҋ Ҋֻ ˗ ʺ̊Ẇ  
  ὑ֞ ► ֞ ὑ ˲̊ʤ ḹ  ֻ

ר (8) ̏ ˗ ʺ ר ̏ ḹֻ ֞ ḹֻ   
      

Ṯ ḱ ṇ ṯ 

①「キャリア・プランシート」②「職務経歴シート」③「職業能力証明シート」という３種類のシートに大きく分けら

れます。③の訓練成果・実務成果シートは、訓練の成果を評価するシートであり、事業主があらかじめ訓練の評価項目

を設定※し、訓練修了後に評価項目に沿って訓練生を評価したうえで、評価シートを訓練生に手交します。 

※汎用性のある職業能力評価基準から半数を超えてを引用して設定する必要があります。 

○ ジョブ・カード様式の入手先（厚生労働省HP）：http://jobcard.mhlw.go.jp/job_card.html#jobSample  

ךּ   
(1) Ấ ҥϐ Њ ˗ ʺ ҥϐ ֗ ҥϐ  
  Њ ҥϐ Њ Ồ ̊К  

(2)ᾍ ҥϐ ᾍ ̸ ҥϐᾯ ֞ ὑ ֞ ˗ ʺ  

(3)֞ ὑ Ḩ ὕ ˗ ʺ  

(4) ʴ ᾍ ҥϐ ᾍ ˗ ʺ  

(5)̊ʤ a ρ ˗ ʺ  

a ᾍ ҥϐ ὕ  

b ᾍ ҥϐ ᾍ  

(6) ї Ѽ Ѽ ˲ Ҟ   
  ї ὕ ˗ ͪ ͪ ˗ 
  ʺ ֻ ˗ ʺ̊Ẇ  

(7) ї Ѽ Ѽ Ҟ

ї ὕ ˗ ὑ֞

ͪ 13 ὑ ֞ ὑ ˗ ї

ͪ ͪ Ҋ Ҋֻ ˗ ʺ̊Ẇ  
  ὑ֞ ► ֞ ὑ ˲̊ʤ ḹ  ֻ

ר (8) ̏ ˗ ʺ ר ̏ ḹֻ ֞ ḹֻ 

    

 

ₔ

⌐⇔√™ ⁸ ה ╩ ∫≡™╢↓≤⌂≥╩ )

─ ╖⁸ ╖╩ ∆╢√╘⌐ ⇔≡™╢↓≤⌂≥╩

╛∫≡╖√™ ╛ ⅝ ⁸ ≢ ⇔√™↓≤⌂≥╩

ה ∆═⅝ ╛⁸∕─ ⌂≥╩

⅛╠⁸ ╛◐ꜗꜞ▪◖fi◘ꜟ♥▫fi◓≢ ⇔√™↓≤⌂≥╩

No.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

⁷

No.

4

No.

1

2

3



 

Å ᾍ ǯǱȒ ǶƲ ᾴș їǞǦ ̊ ǲ ǋǵǉǪǦ Ǔᾍ ǮǠ 

Å ᾍ ǯǱȒ ǶƲ ȅǮǲ˗ ʺǵ ǋș ǏǭǋȒ ǲ ȑȅǠ

►ѝșדȇ  

Åӣ₉Ʋ ӣ₉Ʋ╓ ṲƲ Ṳ ҵ Ӹ ǵǍǨƲʴ ȫɡɨȠ◐ ǵᾍ ǯ

ǱȐǱǋ ǵ ș ǠȒ ǶƲ ҥϐ ǯǞǭϐǖ Ҙș ǞǭǋȒǯ ǏȐ

ȓȒǦȈƲ ș ǠȒѝ ǲǑǘȒ ὕ Ḍ ǵᾍ ǯǱȑȅǢȚ 

Å ὕ ˗ ʺǲᾍǞ ǵ ד ǵ ǞїƲ їǱǰ șǞǦ Ƕ ᾍ

ǯǱȑȅǢȚ 

Ū ǵὕ Ǔ ȅȓǱǋȉǵ 

Å̔ Ћ̱ǵ₡ ǠȒҥϐ Ǔ ᾍ ș ǖ₡ ҥϐ ˲̊ʤǵ˗ Ǔ Ǎ

Off - JTǵ˗ К șדȇ ǦǧǞƲ ș☻ᴣǓὕ ǠȒƲǉȒǋǶƲ ʴǶ

ȠɩɎȢɆș ǞǭǋȒǱǰƲ șὕ ǠṞ̑ѰǓ ǪǭǑȑƲ ǵὕ Ǔ ȅȓ

Ȓȉǵ ˗ ʺǓ Ǯ ֯ Ǳḹֻǲ Ȓ ș ǖ  

ū ҥϐ ǿǵ ș ǯǞǦ ǮǉȒǚǯǓ ǮǱǋȉǵ ὕ Ḍ Ǒ

ȏǺʴᾛ̔ ǋ ǮǉȒḹֻǲ Ȓ  

Å ǵʹ˓ ǲǑǘȒ ҥϐ ǿǵ ǲ͜ȒḨ ǯǞǭȶɥɔɵȩɶɇ ╛
̔ ὕ ɵOJT ǲȏȒ̔ ͔ș ǞǭǋǱǋ ὕ Ḍ

ǮǉȒḹֻǲ Ȓ  
Å ҥϐ ǿǵ ǵ Ǔֻ Ǳ Ǳǖ ʹ˓♥ ǒ ̊Кǵ ǲὑȈǭ

ǋǱǋ ὕ Ḍ ֗Ǻʴᾛ̔ ǋ ǮǉȒḹֻǲ Ȓ  

Ŭ ǵⱳ Ǔר ȅȓǱǋȉǵ 

Å ҥϐ ǿǵ ǵ ǲǑǘȒ₴ Ǔ˗ ǵὑȈȒὑ₴ș ǏȒǚǯǯǱȒ

șᾍ ҥϐ ǯǠȒ  

Å ὕ ѝ ǲǑǋǭ ֒ ₴̊КǲǑǑȇǴ ₴̊ʣ Ǟǭ ᵣƲ☻ᴣ ҥ

ϐ ̊ẆǮǵᾦ șדȇ ǜȓǦǚǯǓǉȒ șᾍ ҥϐ ǯǠȒ ǦǧǞƲ

ǮǉǪǭȉ 1₴ Ǯǵ Ǯǵ ș ȑ ǞǦǚǯǲȏȑ Ǟǭ ₴

̊ʣǯǱȒ ǱǰǮƲ ǵⱳ Ǔר ȅȓȒȉǵș ǖ ʴᾛ̔ ǋ

Ƕ ǖ  

Å ὕ ѝ ǮǉȒǒבǒǲ ȖȑǱǖ ֒10₴̊Кǲֿʝ̔ ǲǑǋǭƲǑǑȇǴ ₴̊

ʣ Ǟǭ ᵣƲ☻ᴣ ҥϐ ̊ẆǮǵᾦ șדȇ ǯǞǭᾦ ǓǉȒ ș

ᾍ ҥϐ ǯǠȒ  

Å ֻ Ǔ ᶧ̱ Ѽǲ ҵ̂ǘȐȓǭǋȒ ʹ ╓ Ṳ Ѩ 66

ƲЏ ̝ Ṳ Џ ̝ Ṳ 16 Ʋ ̝ͪ ҥҵṲ ̝ͪ ҥҵṲ

֗Ǻ Ṳ ֻ ♥ǵ Ṳ ǲὑȈȒὕҵ șᾍ ǯǞǦ  

Å᷀ ₴̊ʣǵ ǲᾍǠȒ᷀ ₴ ₴ ǵ ǯֿǟКὦǵ КὦǓ᷀ ₴ Ǯ

♬ǮǔǱǋ ɵ Ҙǲ ȐȓǭǋȒḹֻș ǖ  

Åᾐ ɵ ҘǓⱳ Ǳ ҵǲ ₴̊ʣ ᴣǯǞǭ♫˗ǞǦ ǓǉȒ ș► ᾐ

ɵ ҘǵḨ ǯǱȒ ɵ ҘǮ ǠȒǚǯǓǮǔȒ ҵǲ♫˗ǜǢǭ Ǎ

₉ ʴѝ 13 ș ₉ Ҟ ʴѝ 37 Ʋ˺ Ṳ ʴѝ 16

ș˺ ȳɶɑȷ ʴѝ 36 ǲ♫˗ǜǢȒȉǵ  

⃝ טּצּ  

22 

⃝  

ƨ ὑҥϐ Ẇǲὕ ǞǦ ǶƲ Ҟ ɵὕ Ҟ ǵҞ ᾍ ẆǮǠ 
  ȅǦƲ ș Ǐǭὕ ǞǦѝȉҞ ᾍ ẆǮǠ 
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ךּ  

⃝ OFF-JTךּ  

⃝ OFF-JTךּ  

ͬѰ ЏВ ᾐʹἶ ֺ ἶ ̉ Ḩ

ֿ ֙ ׄḌ Ѓ̜ ʴ ֗ ʴ ◐ ̏

 

e ϑ ↔ 

Ẇ ʣ ὕ ʣ Ẇ ʹ  

֕ ᾦҥ ḹ ˗ҵ ᵣ ↄ ›ḹ ̔ ֝╠ϼד ҽҵϼ ḹ

ᵂ ᵣ ʴ ֕ ᾦҥ ḹ  

₡ Ҳ Ӣѩ ḹὕ ᵣ ֿ   

ᾚᴣЁ ► Кὦ ᾐ

₉  

ὕ ў  

 ὑ ὕ  

 ҥϐḨ 39 ὑ ₴ ̜ ʦ ֞  

 ꜘ ד ρ ὕ  

 ᶫ Кὦ ̓    

֕ ҵ ⱳ ʹ♬ Кὦ ҵ

Ҳ Ё ʝ Ҳ˘ Ё ֝♬   

װ ₡̝ ↓ ἶ ♬ Ὑ 

 

₡ ˗ Ҳ ᵣ ᵎ ᾚ ᴜ

̸ ᵎ֕ К ̸ ṑ ᵣ ˗ ̝ Ḹ

̝ף Ṹ ̝ КѰ↓ ˲˗ Ѹ Q̝C Ҳ ҵ

ᶅ ̸ ̝ ᴜ ̝ ᴜ Ẏἶ

Ҳ ᶮ ̱ ὕ Њ ͜ ̝  

ὕ Кὦ ᾯ ̝ ̝ Ẏ̝ ἶ̝ ̝ ӵ ̝

⁸ ἶ̝ ↔  ̝  

̉ ὕ ҵ ҥϐὄЋ 59 Ḩ Њ

59 Ḩ ̸ КὦẀ 59 Ḩ ѩ 60 Ḩ

60 Ḩ Ӿ ὡ ҵ♫˗ 30 Ḩ Њ

₴   

► ֞ ► ҵ ᾦ ҥϐὄЋ

61 Ḩ   

 ʹ♬ ʹ ׄʣʹ Кʝʸ Ҙ  

  ׄʣ   

 ֞ Ӵ ֞ ♬  ר

´ OJT ᾍ  



˗ К  
 

˗ ʺ ̔
ʺσ  

Ẇ ₉ Ẇ ► ► ʠЛ ʣ ♬ Ѽ

̈ ὧ ʱ ᵣ ᾚ ᵣӲҘ ►

ד  

Ẇ ₉ Ẇ ҽҵϼ֕ ὁ ̝ḹ  

   ᶮК ḹֻ ʠЛ Ẇ ḹֻ ʠЛ ʣ 

   ˬ ẞ′ ӧ ḩ ˬ ↑ Ẏ ↑֗ Г↕ ̊Ẇ ᷀ ˗  

     Ẇ ₉  

   ֗ ὧ ► ὧ ʠ ӧЛ ʣ 

 ρ Εʣ Ὑ ὕ Ὑ ̓ ρᴜ Ε  

   ᾍ ̓  

 ἶ ὕ ⱳ Њ ̸ ᾍ ̓  

   ἶ ᾦҥ  

   ḹ ♬ ֗ ק ᶅ ᾍ Ẇ 

˗ Ẇ  
 

˗ ʺ̊Ẇ
̔ ʺ

σ  

֞ ⱳ Њἶ ֞ ֞ ̈ ֞ К ὑ

֞ ⱳ Ὅ⅍ ᶮ ☻ ʺσ ʹ ֞ ̈

ᶮ ↑ Ҟ ֞ ֞ ֞ ᾍ Ẇ 

˲ ὡ Ҙ ὕ ֞

̈ ↑ ὑ Ҟ ˗ Ҟ ֞ ὑ ֞

̈ ˲ Ҟ ᶧ̱Ḍ ὕ ᾴ ᶧ̱ ╛ ҥϐᾯ ї

ᶧ̱ ὕ ֞  ̈  

В  
Å֞ ὕ Ḍ ḹֻOJT Off- JT Ҋ̊ʣ ֞

ḹֻ  

Å ὕ ˗ ʺ Ћ ᾐ ˲ ₒι ὦ₉

ⱳ ᾐ ὕ ʝ ᾍ ֯ 

Ѓ̜ ʴ  
Å Ѓ̜ ʴ Ҟ  

Å Ѓ̜ ʴ Ҟ Ӣѝ ͬѰ ḹֻ ͬѰ

ḹֻ 100 Ӣѝ  

Å Ѓ̜ ʴ ἶѰ ֞ Ҋ̊ʣ ֞ ḹֻ

 

Å Ѓ̜ ʴ ͬѰ ʹ˓ ֞ ֞ ʹ♬

Ҙ ͔ ḹֻ  

ʴ ◐  
Åʴ ◐ ἶѰ ֞ Ҋ̊ʣ ֞ ḹ

ֻ  

Åʴ ◐ ͬѰ Ԍ ҥϐẎ ὑ ᾐ ὕ ֞

ʹ˓Ḩ ֞ ḹֻ  

Åʴ ◐ ͬѰ Ҟ Ӣѝ  

ὕ Ḍ Ḍ  
Å Ḍ ˗ ʺ Вֿ ὕ ̸ ˺˔ὑ ҥϐ ὕ Ḍ

ὕ Ϸ˗ ʺ ϼ˗ ʺ Off- JT ὕ ḹֻ Ϸ˗ ʺ Ҟ

ϼ˗ ʺ Ҟ ֿ ὕ Ҟ Ϸ˗ ʺ Ҟ ϼ˗ ʺ

ὕ Ҟ  

Å Ḍ ˗ ʺ ḹֻ Ҟ Ϸ˗ ʺ ϼ˗ Őff- JT ֻ

Ӣѝ ꜘ ʣ ḹֻ ʣ Ϸ˗ ʺ ϼ˗ ʺ

ʴᾛ̔ ḹֻ ʴᾛ̔ ֻ Ϸ˗ ʺ ϼ˗ ʺ ї

Ӹ Ҋֻ  24 

Ẇ ּוֹף  

Off - JT ךּ  
̊Ẇ ֕ ᾦҥ ḹ ͜ ᾍ Ẇ 

ʴᾛ̔ Ҟ ᾍ Ẇ  



Ị ּצ  

⃝ ̂ ԍ ֗ ѩ ̸ ̉ Ḩ ὕ ̓
˗ ḹ Њ ԍ Ш

Ш  
⃝ ╛ ֵ ѩ ד╛ ї ḹֻ Ӣѝ ꜘ

► ԍ Ш ̏ В ╛ ֵ
֞֝˲̮ ᾴ ḹֻ ̂ ⱳ  

 
 

  ї  

 1 ̏ В ╛  ֵ

 2 ֞֝˲̮ ᾴ ḹֻ  

 3 ѩ К ╛5ֵ ѩ ╛  

 4 Ҟ ὕ Ҟ К ╛ ֵ ѩ ╛ 

 5 Ҟ К ╛ ֵ ѩ ╛  
 ʴ ◐ ḹֻ ╛ ֵ ѩ ╛  

 6 ˲ Ҟ ѩ ὕ Ḹף ╛ ֵ ѩ ╛
 

 7 ʴ їҽ ї ҽ ѵ їҽ  

 8 ᾍ ҥϐ ᾍ ʴ
ְₓ  

 9 ˗ ʺ ֛
К ҴὑϷₓ  

 10 Ϸ˗ ʺ ҥϐ ᾍ ֞ ╛ ֵ ѩ
╛  

 ˗ ʺ 30 Ϸ˗ ʺ ḹֻ  

 11 ʹ˓ ֞ ֞ ʹ♬ Ҙ ͔
ʹ˓  

 ͬѰ Ѓ̜ ʴ ḹֻ  

 12 Ѓ̜ ʴ ֞ ╛ ֵ ѩ ╛ 
 Ѓ̜ ʴ ḹֻ  

 13 ʴ ◐ ֞ ╛ ֵ ѩ ╛ 
 ʴ ◐ ḹֻ  

 14 ͪѸ 101 ֵ Ḩ ʴ ◐ ᾐ
ὕ Ԍ ҥϐẎ ὑ ᾐ ὕ ֞ ʹ˓Ḩ

֞ ╛ ֵ ѩ ╛ 
 ʴ ◐ ḹֻ  

ר 15  ̏ В ╛ ֵ֗ ὑ
ҴὑϷₓ  

 16 ̀ ҥϐᾯ ⱳ  

25 
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  ї  

 1 ̏ В ╛  ֵ

 2 ֞֝˲̮ ᾴ ḹֻ  

 3 ѩ К ╛ ֵ ѩ ╛ 

 4 Ҟ ὕ Ҟ К ╛ ֵ ѩ ╛ 

 5 Ҟ К ╛ ֵ ѩ ╛  

 6 ˲ Ҟ ѩ ὕ Ḹף ╛ ֵ ѩ
╛  

 7 ʴ їҽ ї ҽ ѵ їҽ  

 8 ᾍ ҥϐ ᾍ ʴ
ְₓ  

 9 ˗ ʺ ֛
К ҴὑϷₓ  

 10 ᾍ ╛ ̔ ὕOJT Ш  
 ԍ Ш ї  

 11 Ϸ˗ ʺ ҥϐ ᾍ ֞ ╛ ֵ ѩ
╛  

 ˗ ʺ 30 Ϸ˗ ʺ ḹֻ  

ר 12  ̏ В ╛ ֵ֗ ὑ
ҴὑϷₓ  

 13 ̀ ҥϐᾯ ⱳ  

 

Ḍ ˗ ʺ ḹֻ ̊ʤ  

Å Ḍ ˗ ʺ ḹֻ ̂ ⱳ Ϸ˗ ʺ Вֿ ρ ϼ˗ ʺ

ҥϐᾯ ї  

Å Ϸ˗ ʺ Ҟ Ҟ ₁ ḹֻ Ϸ˗ ʺ ϼ ╛ (ֵѩ

╛ ) ї  
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 1  

 2  β  

 3  

 4  

 5 
 

 6  

 7 
 

 8 
14  

 9 
 

 10  

ךּ   

ị  

⃝ ὕ ˓ ̊К  

ї ḹֻ  

ʴ ◐ Ӵ̬ ḹֻ Ӵ̬ ˓ ˲
Ҟ ѩ ʝ Ѓ̜ ʴ ʴ ◐

ᾴ ╛ ֵ   

支給申請期間 

2か月以内 

訓練初日 

4/1 

10/1 11/30 

職業訓練計画実施期間 

 （例） 
訓練最終日 

9/30 



 
 Ҟ ̊ʤ  

 

Кὦ ᾃ ˓  
̏ ̂ Кὦ ḹֻᾃ ӲҘ ḹֻ Ҟ

 
ʥ ֞ ˗ ʺ Ҟ  

↑ ҥϐᾯ ї ̂ Ш ὑ ₴ ͪἭ
 

Ҟ ֿʝ Њ ᾍ ̊ʣ Ҟ ֿ ḹֻֿ ʝ
̊ʣ Ҟ ֿ ḹֻ ֙ Ҟ ̏

ʝ  
Ҟ ʥ ὑ ὑ ֝ ʥ ᾃ ʣ ʥ ᾍ

 
Ҟ ᶮ Ҟ Ѱ↓ ʝ ֞ ˗ ʺ ᶮ ̝ ᾍ
ᾍ ḹֻ ӲҘ  

Ҟ Ѱ↓ ̏ Ẁ ḹֻ ֝ ὕ ̏
˗Ѽ ҥϐᾯ ᵂ ֻ  

 
 

 ► ˗ ʺ Ҟ ֞  
 

 ʥ ֞ ₴̊К ˗̋  
  ♥ ὑ ʥ ֞ ˗  ̋

  ʥ ֞ κ ̀ʥ ֞ ̂ ֞ ֞  
   
 ₴↓ Ѽ₴↓ Ѽ ₴↓ ҥϐͪ Њ ˗ ʺ 
 Ѽ ֒ ₴ ҥϐ ͜ ̉ ֚ ˗  ̋
ר  ͦ ᵣ ♅ ̢ ᵣ ᵣ ʝ ֞ ᵣ ˗ ʺ 
 Ҙᶧ ˗  ̋
 ὑ Ώ ˗̋  
 Ҟ ʥ ֞ ḹֻ ˗ ׀ʺ Џ ֿ ˗  ̋

 

ẲҤ ̿  

10  ṕ2Ṗ 

₴ ὄὑҞ ₴ ҥϐ Ҳ ѝ ֞ ˗ ʺ ᾍ
ֿʝ ᾍ ҥϐ Ҟ ѩ Ҟ Ҟ ѝ
 
ὡ ὄὑẲҤ ѝ ֞ ˗ ʺ ᾍ ֿʝ ˗

Ҟ ѩ Ҟ ѝ  
 

 ֺ К
̂ ˗ ᷂᷀ ↑ ҥϐᾯ ї    

 ї її ḹֻ ֺ ↑
ҥϐᾯ ᵂ ֻ ʤ P ↑ ҥϐᾯʝ  

 
10  ṕ1Ṗ 
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11 טּשּ  פֿ  

ẅ ṇ ︡ טּשּ פֿ ẅ 
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Qể. ṇ ḭ ךּ פּ צּ טּצּ  Ḯפּ︣
  
Aể.   ︡ טּ ḭצּ פּ ךּ ךּ︣ ḭ

ךּ ךּ ḭ ךּ ףּ כֿ  
צּ    פּךּ ︣ךּצּפּלּףּ ḭ צּ אל ךּ שּ ךּ︠פֿצּ ︣Ḯ 

QỆ. ṕ Ṗּטּצ ḭצּ︣ טּ ︣
כֿ טּ   Ḯפּ︣

 
AỆ. ḭ צּ Ṅ ︣ כֿ ḭ

וֹ ḭשּ ךּףּ ︣Ḯ 
    ḭ צּ פּ לּ ︣

ḭ ḭ קּ ṕ קּ פּ Ṗ ḱ
ךּ ḭ קּ ḭ אל שּ  Ḯךּאל

    ḭṡ Ṣṡ פּ Ṣ וֹ ︡
Ḯ 

    ḭ ︢ OFF-JT OJT ︣ ḭ ︡ שּ אל
 Ḯךּ

   ẑ צּ ךּ ḭ צּ ךּ לּ ︡ שּ  Ḯךּאל

QỄ. אל ךּ   Ḯפּ︣
AỄ. אל קּ ︡ ḭễỈ צּ אל ףּ ḭ

ףּ צּ ︡ ḭOFF-JT ḭOJT
ḭOFF-JTצּ ךּ ︣Ḯ 

   ḭ אל קּ ︡ ḭ נּ ︡ OFF-
JTḭOJT ︣Ḯ  

Qễ. ︡ ︡ḭOJT Ị ︡
︡ ḭOFF-JTצּ 8 צּ קּ ︡ ḮOJT

וֹ ︡   Ḯפּלּ
Aễ. OJT OFF-JT Ị ︡ ךּ

ךּ ḭ אל Ḯ 
   ṕẑ ךּ ךּ ︣ḮṖ 
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︣  
Ṍ ֹו Ṍ 

  
１ 趣旨 
 非正規雇用については、正規雇用と比べ、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発の機会が少ないといった課題がある。少子高齢化の進行による生産年
齢人口の減少が見込まれる中、日本経済の好循環の動きを更に進めていくためには、雇用情勢が着実に改善しているこのタイミングをとらえ、非正規雇
用労働者の正社員転換・待遇改善を強力に押し進めていくことが重要である。 
 非正規雇用対策については、平成27年９月に、厚生労働大臣を本部長とする「正社員転換・待遇改善実現本部」を設置し、平成28年１月に「正社員転
換・待遇改善実現プラン」を策定した。当該プランは、不本意非正規割合に係る目標や具体的な取組等を定めているものであり、キャリアアップ助成金
の活用促進についても重要な取組の一つとして掲げているところである。また、「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年６月２日閣議決定）におい
て、非正規雇用労働者の正社員転換に向けて、キャリアアップ助成金の活用促進等により企業の取組を後押しすることが盛り込まれている。更に、平成
29年３月28日に働き方改革実現会議において策定された「働き方改革実行計画」において、同一労働同一賃金の実現など非正規雇用労働者の待遇改善に
向けた企業への支援について、待遇改善のインセンティブ付与として、キャリアアップ助成金を活用し、諸手当制度の正規・非正規共通化に取り組む事
業主に対する助成を創設するなど、非正規雇用労働者の正社員化、賃上げ、待遇制度の正規・非正規共通化に対する助成を行うこととされている。 
 さらに、労働者がその雇用形態にかかわらず充実した職業生活を営むことができる社会の実現に資することを目的とする「労働者の職務に応じた待遇
の確保等のための施策の推進に関する法律（平成27年法律第69号）」が平成27年９月に公布・施行されており、事業主が行う通常の労働者（正規雇用労
働者）及び通常の労働者以外の労働者（非正規雇用労働者）の待遇に係る制度の共通化の推進等を行うこととされている。 
 キャリアアップ助成金については、有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換、人材育成、処遇改善等、企業内でのキャリアアップを促進するた
めの包括的な助成措置として平成25年度予算で創設し、これまで、助成額や助成メニューの拡充等を行ってきたところであるが、平成30年４月に人材育
成に係る助成措置を人材開発支援助成金に整理統合することから、非正規雇用労働者のキャリアアップをより一層促進するために、制度の分かりやすい
周知等が必要である。 
 これらを踏まえ、当該ガイドラインにおいて、事業主が、有期契約労働者等のキャリアアップを積極的に図る上でキャリアアップ助成金及び人材開発
支援助成金を活用するに当たり、配慮するよう努めることが望ましい事項等を示すこととする。 
  
２ 助成措置の内容 
 事業主が、有期契約労働者等のキャリアアップを図るため、３（１）の「キャリアアップ管理者」を置き、３（２）②の「キャリアアップ計画」を作
成した上で、当該計画に沿って（１）又は（２）のうちいずれかの措置を実施した場合に、以下のとおり一定の助成を実施する（当該企業において生産
性の向上が認められた場合は増額加算）。なお、（３）の人材育成支援を実施した場合、人材開発支援助成金としての助成を実施する（当該企業におい
て生産性の向上が認められた場合は増額加算）。 
（１） 正社員化支援 
 有期契約労働者を正規雇用労働者又は無期契約労働者に転換した場合、無期契約労働者を正規雇用労働者に転換した場合、その内容に応じた一定の助
成を実施（※）。 
 ※ 派遣労働者を受け入れている派遣先が、派遣労働者のキャリアアップを図るため、３（１）の「キャリアアップ管理者」を置き、３（２）②の
「キャリアアップ計画」を作成した上で、当該計画に沿って、受け入れていた派遣労働者を正規雇用労働者等として直接雇い入れた場合も助成の対象と
なる。 
  
（２） 処遇改善支援 
 ① 賃金規定等改定 
   有期契約労働者等の基本給に係る賃金規定等を作成した上で、その賃金規定等の全部又は一部（雇用形態別等の区分によるもの）を増額改定し、 
  当該労働者     
  全員に適用した場合に、一定の助成を実施。 
 ② 健康診断制度 
   有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断の制度を設け、実施した場合に、一定の助成を実 
  施。 
 ③ 賃金規定等共通化 
  有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に、一定の助成を実施。 
 ④ 諸手当制度共通化 
  有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に、一定の助成を実施。 
 ⑤ 選択的適用拡大導入時処遇改善 
  労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に、一定の助成を実施。 
 ⑥ 短時間労働者の社会保険適用に向けた所定労働時間の延長 
  短時間労働者の週所定労働時間を５時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に、一定の助成を実施。 
   また、短時間労働者の週所定労働時間を１時間以上５時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合も、労働者の手取り収入が 
  減少しない    
  ように①の賃金規定等改定又は⑤の選択的適用拡大導入時処遇改善と併せて実施することで一定の助成を実施。 
  
（３） 人材育成支援 
   有期契約労働者等に対し、一定のOFF-JT又はOFF-JT及びOJTを実施した場合に、一定の助成を実施。 
  
３ 有期契約労働者等のキャリアアップに向けて助成措置を活用する上で配慮することが望ましい事項 
 事業主は、有期契約労働者等が将来に希望を持ち安心して生活を送ることができるよう、また、その意欲や能力の向上を図り、企業の生産性向上につ
なげていくことができるよう、各事業所の状況に応じて、正規雇用労働者等への転換により雇用の安定を図るとともに、人材育成を行うことで継続的な
能力開発を支援し、その高められた職業能力を評価してその先の処遇にも反映するといった形で、有期契約労働者等のキャリアアップを総合的に支援し
ていくことが有意義である。 
このように、助成措置を活用して有期契約労働者等のキャリアアップを図るに当たって、以下の（１）から（５）までに定める事項に配慮するよう努め
つつ、その取組を進めることが望ましい。 
 なお、有期契約労働者等のキャリアアップを図る上での前提として、事業主は、労働関係法令及び社会保険関係法令（※）は有期契約労働者等にも適
用があることを認識し、遵守しなければならないことから、法令遵守を徹底できる労務管理、生産管理等の事業の体制の整備及び改善を図ることが必要
である。 
  
 ※ 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、労働契約法、雇用対策法、職業安定法、雇用の分野における男女の均等な機
会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険
法等（短時間労働者の場合には、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、派遣労働者の場合には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
労働者の保護等に関する法律の適用がある。） 
  
（１） 有期契約労働者等のキャリアアップに向けた管理体制の整備（主に「２助成措置の内容」（1）、（2）に関して。） 
  各事業所での有期契約労働者等のキャリアアップを図る取組が積極的に進むよう、事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者と
して、必要な知識及び経験を有していると認められる者を「キャリアアップ管理者」として位置づけ、従業員に対して周知を図る等、そのキャリアアッ
プに向けた管理体制の整備を行うこと。 
 また、「キャリアアップ管理者」については、その知識やノウハウの向上のため、必要に応じて研修等を行うことが有意義であること。 
  

  

（参考） 
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（２） 計画的なキャリアアップの取組の推進（主に「２助成措置の内容」（1）、（2）に関して。） 
 ① 企業ごとに雇用管理のあり方が様々であることを踏まえ、社内の人材確保等の現状を分析した上で、有期契約労働者等のキャリアアップを図る上で  
  の課題について、有期契約労働者等の意見も踏まえつつ、社内で検討を行い、その対応方針案を決定すること。 
  
 ② ①の対応方針案及び（３）及び（４）の内容を踏まえ、「キャリアアップ計画」を作成し、具体的かつ明確にキャリアパスを示しつつ、有期契約労 
  働者等のキャリアアップに向けた取組を計画的に進めること。 
  
 ③ 「キャリアアップ計画」には、計画の対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が講ずる措置等を盛り込むこと。 

  
   ④ 「キャリアアップ計画」の作成に当たっては、当該計画の対象となる有期契約労働者等の意見も反映されるよう、労働組合等の労働者の代表から意見  
  を聴くこと。 
  
 ⑤ 作成した「キャリアアップ計画」については、従業員に対して周知するとともに、その実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うことが有意 
  義であること。 
  
 ⑥ 「キャリアアップ計画」の見直し及びそれに基づく取組のフォローアップは、「キャリアアップ管理者」が中心となって行うことが有意義であるこ 
  と。 
  
（３） 正規雇用労働者等への転換（「２助成措置の内容」（１）に限る。） 
 ① 有期契約労働者等の雇用の安定や処遇の改善により、その意欲と能力の更なる向上又は労働者のワーク・ライフ・バランスの実現につなげるべく、 
  その希望や能力に応じて、有期労働契約から正規雇用・無期労働契約への転換、無期労働契約から正規雇用への転換を進めること。 
   また、派遣先が受け入れていた派遣労働者を直接雇い入れる場合についても、その希望や能力に応じて、正規雇用労働者等として雇い入れること。 
  
 ② 有期契約労働者が、有期労働契約が繰り返し更新されて５年を超える前に無期労働契約への転換を希望する場合には、３年以内の転換のようにでき 
  るだけ早期に転換することが可能となる制度を整備すること。 
   また、事業主は、有期契約労働者が無期労働契約に転換した後の処遇についても、可能な限り、転換した者の職務の内容、能力・経験、有期契約労 
  働者としての勤続等を踏まえて、賃金等において適正な処遇となるよう配慮すること。 
  
 ③ 特に、有期契約労働者等が若者である場合には、正規雇用労働者等への転換の可能性が与えられるような仕組みを検討し、転換に当たっては、その 
  有する適性や能力を正当に評価し、その将来性も含めて長期的な視点に立って判断するなどの配慮をすることが有意義であること。 
  
 ④ 有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換を図るに当たっては、転換を希望する有期契約労働者等のモチベーションの維持・向上が図られるよ   
  う、対象者の範囲、方法、評価基準などの設定に配慮することが有意義であること。 
   また、転換した者が職場に定着するよう継続的に指導援助等を行うことが有意義であること。 
   なお、正規雇用労働者の働き方について、労働時間や休暇、転勤、職務の範囲などに関する労働者の希望や育児・介護など生活に関わる事情に配慮 
  した働き方となるよう配慮することは、有期契約労働者等から正規雇用労働者等への転換を円滑化する上でも有意義であること。 
  
（４） 処遇改善（「２助成措置の内容」（２）に限る。） 
 ① 有期契約労働者等の職務の内容や職業能力等を、例えば職務分析・職務評価の手法、ジョブ・カードや職業能力評価基準等を活用すること等により   
  評価し、当該職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情を踏まえ正規雇用労働者との均等・均衡を考慮しつつ、賃金その他の処遇 
  に反映させること。特に、教育訓練等を実施した場合には、実施後の有期契約労働者等の職業能力を確認し、その処遇の在り方を検討すること。併せ 
  て、有期契約労働者等の職務内容・職業能力の評価を適切に行うため、研修等を実施することが有意義であること。 
  
 ② 有期契約労働者等が仕事に意欲的に取り組み、その能力を高めていけるよう、仕事内容や処遇等について話し合う機会や相談窓口を設け、職業生活 
  全体に関する個人面談等を積極的に取り入れたり、キャリア・コンサルタントの配置・活用によって自発的な職業生活設計等を容易にするための相談 
  支援を行ったりすることが有意義であること。 
  
 ③ 有期契約労働者等について、より良い健康管理を行えるよう、労働安全衛生法上義務付けられている健康診断以外の一定の健康診断の制度を実施す 
  ること、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用すること及び正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用す 
  ることにより正規雇用労働者との待遇に係る制度の共通化を推進すること。 
  
 ④  短時間労働者について、賃金を引き上げ、所定労働時間を増やすことにより、被用者保険（厚生年金保険・健康保険）の適用を受けられるようにする 
  など、より正規雇用労働者に近い働き方が可能となる制度を整備すること。  
  
（５） 人材育成（「２助成措置の内容」（３）に限る。） 
 ① 有期契約労働者等の職業能力の開発及び向上を図るため、有期契約労働者等の職業能力の状況やその希望するキャリアパス等に応じて、目標を明確 
  にしつつ、職業訓練に係る設備、プログラムの充実等に留意して、計画的に職業訓練を実施すること。 
  
 ② 有期契約労働者等が若者である場合は、就職氷河期に正社員になれず、職業能力形成の機会に恵まれなかった者もいることに鑑み、特に教育訓練の 
  実施について配慮すること。こうした若者については、新たに雇い入れる際を含め、有期実習型訓練等ジョブ・カードを活用したより実践的な職業訓 
  練を実施すること。 
  
 ③ 有期契約労働者等の人材育成を進めるに当たっては、例えば、有期契約労働者等に対し、業務の遂行に必要な技能及び知識等に関する情報の提供、 
  将来のキャリアパス等に関する相談の機会の確保、職務経験を通じてキャリアアップを図ることができるような配置等の雇用管理について配慮するこ  
  とも有意義であること。 
  
 ④ 有期契約労働者等の将来のキャリアパスに関する相談を行うに当たっては、例えば、キャリアコンサルティング等を通じ、有期契約労働者等の自ら  
  の職業経験及び適性に関する十分な理解を促進することや、その従事した職務の内容や実績を、職務分析・職務評価の手法、ジョブ・カードや職業能  
  力評価基準等を活用すること等により整理・評価しつつ、その評価等の結果を伝えることも有意義であること。 
  
 ⑤ 職業訓練等の実施や職務経験を通じて、有期契約労働者等の業務の遂行能力が向上していると認められる場合には、業務の担当範囲や責任を広げる 
  などにより、更なるキャリアアップが図られるよう配慮することが有意義であること。 
  
 ⑥ 有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換を行う場合には、円滑な移行を図るため、有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換を希望する 
  者を対象に、正規雇用労働者等の業務に必要な知識や技能の習得のための職業訓練を行う、正規雇用労働者等の業務を一定期間体験する機会を設ける 
  等の配慮を行うことが有意義であること。 
  
 ⑦ 有期契約労働者等に対し、職務に関連する資格である場合、職業能力検定等を受けるための休暇の付与や時間の確保等の必要な援助を行うことが有 
  意義であること。 
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労働局 担当課 電話番号 

北海道労働局 職業対策課（雇用助成金さっぽろセンター） 011(788)9071  

青森労働局 職業対策課 017(721)2003  

岩手労働局 職業対策課分室（助成金相談コーナー） 019(606)3285  

宮城労働局 訓練室 022(205)9855  

秋田労働局 地方訓練受講者支援室 018(883)0006  

山形労働局 職業対策課 023(626)6101  

福島労働局 職業対策課 024(529)5409  

茨城労働局 職業対策課 029(224)6219  

栃木労働局 助成金事務センター 028(614)2263  

群馬労働局 職業対策課 027(210)5008  

埼玉労働局 職業対策課 048(600)6209  

千葉労働局 職業対策課分室 043(441)5678  

東京労働局 ハローワーク助成金事務センター分室 03(5332)6923  

神奈川労働局 職業対策課 045(650)2859  

新潟労働局 職業対策課助成金センター 025(278)7181  

富山労働局 助成金センター 076(432)9172  

石川労働局 職業対策課 076(265)4428  

福井労働局 職業対策課 0776(26)8613  

山梨労働局 職業対策課 055(225)2861  

長野労働局 地方訓練受講者支援室 026(226)0862  

岐阜労働局 助成金センター 058(263)5650  

静岡労働局 職業対策課 054(271)9970  

愛知労働局 あいち雇用助成室 052(688)5758  

三重労働局 職業対策課 059(226)2111  

滋賀労働局 職業対策課（助成金コーナー） 077(526)8251  

京都労働局 助成金センター 075(241)3269  

大阪労働局 助成金センター 06(7669)8900  

兵庫労働局 職業対策課（ハローワーク助成金デスク） 078(221)5440  

奈良労働局 職業安定部助成金センター 0742(35)6336  

和歌山労働局 職業対策課 073(488)1161  

鳥取労働局 職業安定課 0857(29)1707  

島根労働局 訓練室 0852(20)7028  

岡山労働局 職業対策課（助成金事務室） 086(238)5301  

広島労働局 職業対策課 082(502)7832  

山口労働局 職業対策課 083(995)0383  

徳島労働局 助成金センター 088(622)8609  

香川労働局 職業対策課 087(811)8923  

愛媛労働局 職業対策課助成金センター 089(987)6370  

高知労働局 訓練室 088(888)6660  

福岡労働局 職業対策課福岡助成金センター 092(411)4701  

佐賀労働局 職業対策課 0952(32)7173  

長崎労働局 職業対策課 095(801)0042  

熊本労働局 職業対策課 096(211)1704  

大分労働局 大分助成金センター 097(535)2100  

宮崎労働局 職業対策課（助成金申請受付コーナー） 0985(38)8824  

鹿児島労働局 職業対策課（雇用調整助成金申請受付コーナー） 099(219)5101  

沖縄労働局 職業対策課助成金センター 098(868)1606  
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